
重点事項に係る関係府省からの第１次回答及び主な再検討の視点

提案
提案団体

（関係府省） 提案の概要
関係府省からの第１次回答の概要
※フォローアップ案件は当該年の対応方針

提案募集検討専門部会からの
主な再検討の視点

１

住民基本台帳ネット
ワークシステムの利
用対象事務の拡大等
（住民基本台帳法）
【法律改正】

（管理番号30,108）
※重点募集テーマ
「デジタル化」

豊田市／神戸市
（総務省、法務
省、国土交通省
／総務省、法務
省）

国、地方自治体等が、
法令に基づき、住民票の
写しの添付を求めている
事務や、公用請求により
最新の住所確認を行って
いる事務などについて、
住民基本台帳ネットワー
クシステム（※１）から
本人確認情報（※２）の
提供を受けることができ
るようにする。

※１ 市区町村と都道府県が連
携して構築。住民基本台帳法
別表に定める事務の処理にお
いてのみ本人確認情報の提供
を受けることが可能。

※２ 氏名、生年月日、性別、
住所及びこれらの変更情報
（転出、死亡等の情報）。

各省庁や自治体に対して住民
基本台帳ネットワークシステム
（以下「住基ネット」とい
う。）の利用が想定される事務
について、悉皆的に調査を行っ
た上で、住基ネットの利用範囲
の拡大について検討する。

また、住基ネットを利用可能
な機関に対し、住基ネットの利
用の徹底について通知を行う。

○ 各省庁や地方自治体に対する悉
皆的な調査の結果（新たに住民基
本台帳法別表に追加することを想
定している事務等）をお示しいた
だきたい。

○ 住基ネットの利用対象事務を拡
大するに当たり、費用対効果につ
いて検討する際は、単に金銭的な
多寡だけでなく、公用請求を必要
とする行政手続等の処理期間の短
縮といった政策的な効果も踏まえ、
判断すべきではないか。

○ 現在、住民票の写しを必要とし
ている事務において、住基ネット
で取得可能な本人確認情報以外の
情報を確認している場合には、当
該事務を行う上で真に必要な情報
を精査する必要がある。

その上で、本人確認情報で足り
るものは住基ネットの利用を原則
とすべきではないか。

○ 住基ネットの利用拡大に当たり、
個人情報保護・セキュリティの面
についても問題が生じないように
万全を期していただきたい。

○ 住基ネットの利用の徹底について
通知を行う時期をお示しいただき
たい。

資料２
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提案
提案団体

（関係府省） 提案の概要
関係府省からの第１次回答の概要
※フォローアップ案件は当該年の対応方針

提案募集検討専門部会からの
主な再検討の視点

２

補助金申請システ
ム等に係る利便性
及び検索性の高い
機能の整備
（補助金等に係る
予算の執行の適正
化に関する法律）
【システム構築】

（管理番号73）
※重点募集テーマ
「デジタル化」

宮城県、仙台市、
石巻市、塩竈市、
角田市、多賀城市、
富谷市、広島県、
宮城県後期高齢者
医療広域連合
（デジタル庁）

国の各種支援制度は、各
府省の分野ごとに公表され
ており、地方自治体におい
て、目的に見合った補助金
等の検索や関係制度の調査
に時間を要している。

このため、補助金申請シ
ステムであるＪグランツを
活用し、以下の機能を実装
する。
• 各府省の補助金等に関する
情報（事務連絡、Ｑ＆Ａ
等）を一元的に確認できる
機能

• 用途や地域特性に応じた補
助金等を地方自治体等が検
索しやすい機能

• 支援制度に関する質疑応答
や活用実績等を、国・地方
の双方向で蓄積し、他団体
の状況や質疑を容易に確認
できる機能

補助金申請システム（Jグラ
ンツ）は、各補助金等の概要を
一覧して確認できるようになっ
ており、また、検索機能につい
ても、利用目的や地域要件等を
指定することで、用途や地域特
性等に応じた補助金等を検索す
ることが可能。

各補助金等の担当者が補助金
等の詳細ページの内容を設定で
きるようになっており、資料の
添付や外部リンクの記載等に
よって、よくある質問への回答
や活用実績等の情報を掲載する
ことも可能。

引き続き、システムの利便性
向上に向けて、各補助金等の担
当者と連携していく。 

○ 現在、Ｊグランツにおいて
は、事業者に対する直接補助
金の掲載が多くを占めている。
今後、地方自治体にとっての
利便性を上げるため、間接補
助金や地方自治体が最終受益
者となる交付金も確認できる
よう、Ｊグランツを活用する
補助金の要件を見直すなど、
地方自治体のニーズを踏まえ
た検討を進めていただきたい。

○ 各地方自治体に適した補助
制度を提案する機能を追加す
るなど、補助制度の調査に係
る職員の負担軽減に向けた検
討を進めていただきたい。
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提案

提案団体
（関係府
省）

提案の概要
関係府省からの第１次回答の概要
※フォローアップ案件は当該年の対応方針

提案募集検討専門部会からの
主な再検討の視点

３

戸籍情報連携システ
ムの利用対象事務及
び利用対象者の拡大
（戸籍法）
【法律改正】

（管理番27,45,46）
※重点募集テーマ
「デジタル化」

東京都／
茅ヶ崎市／
茅ヶ崎市、
熊本市、指
定都市市長
会
（総務省、
法務省）

戸籍情報連携システム
（※）について、以下の
措置を講ずる。
①利用対象事務が戸籍事
務に限定されているため、
旧氏の住民票への記載な
ど、住民基本台帳法に基
づく事務についても利用
できるようにする。

②利用対象者が市区町村
に限定されているため、
都道府県が地方税の賦課
徴収事務を行う際に利用
できるようにする。

※ 令和６年３月から運用を開
始。戸籍謄本の広域交付につ
いては、本人等による請求の
場合に加え、同一市区町村内
に限る公用請求の場合に利用
を可能とした。

【提案①について】

戸籍情報連携システムによる戸
籍情報の参照については、戸籍法
に定められた届出の際の戸籍謄本
等の添付を不要とするものであり、
旧氏の登録等をはじめとする住民
基本台帳法に基づく事務において
利用することは認められていない。

なお、当該事務において戸籍情
報の確認が必要な場合には、公用
請求による広域交付が可能となっ
ており、事務処理上必要な事項の
確認が可能となっている。

【提案②について】

戸籍情報連携システムは、その
制度上、戸籍事務のためのみに用
いることができるものであること
から、市区町村の戸籍担当部署に
おいて利用が可能となっている。

そのため、戸籍事務を取り扱う
ことがない都道府県において戸籍
情報連携システムを利用して戸籍
情報を閲覧することについては、
戸籍法の趣旨及び扱う情報の機微
度からすると困難であり、慎重な
検討が求められるものとなる。

【提案①②について】

〇 都道府県をはじめとする地方自治
体の事務処理において、アナログ的
な手法による多大な負担が生じてい
ることは明確である。地方自治体職
員の担い手不足が懸念される現在に
おいて、行政の効率化やデジタル化
を進め、都道府県及び市区町村の負
担軽減を図る観点から、すでに構築
されている同システムを利用できる
よう検討すべきではないか。

〇 戸籍情報は、市区町村の戸籍事務
だけでなく、他の行政事務でも広く
利用されている。そうした戸籍情報
を利用する事務を一体的に捉え、同
システムを利用できるよう検討すべ
きではないか。

〇 このほか、地方自治体が抱える課
題を解決するため、さまざまな方法
を検討していただきたい。

〇 戸籍法の趣旨や個人情報の機微度
といった形式的かつ抽象的な理由か
ら実現困難とするのではなく、厳密
な情報管理の方策を検討するなど、
柔軟な視点を持って検討していただ
きたい。

〇 同システムを所管する法務省は、
地方税事務を所管する総務省の意見
を聞きながら、課題解決に資する具
体的な提案を２次回答で示していた
だきたい。 3



提案
提案団体

（関係府省） 提案の概要
関係府省からの第１次回答の概要
※フォローアップ案件は当該年の対応方針

提案募集検討専門部会からの
主な再検討の視点

４

保育施設の給付費に
係る加算の整理・統
合及び広域利用に対
応した施設管理プ
ラットフォームの構
築等
（子ども・子育て支
援法）
【システム構築等】

（管理番号95）
※重点募集テーマ
「デジタル化」

神戸市、福島県、
大阪府
（こども家庭庁、
デジタル庁、文
部科学省）

保育施設への施設型給付
費（公定価格と利用者負担
の差額）の支給について、
以下の措置を講ずる。
①加算の種類が多岐にわた
り、事務が煩雑となって
いるため、整理・統合や
申請手続の簡素化を行う。

②広域利用（住所地市区町
村外に存在する保育施設
の利用）の場合、給付費
の支給は住所地市区町村
が行う一方で、加算認定
は施設所在地市区町村が
行っており、施設・各地
方自治体間での事務が煩
雑となっている。このた
め、広域利用の場合にお
いて、給付費の請求・支
給に必要な情報を関係者
間で共有すること等が可
能なプラットフォームを
構築する。

公定価格における処遇改善等
加算の一本化については、第５
回子ども・子育て支援等分科会
（2024年２月19日）において、
令和７年度に向けて検討を行う
旨を報告しており、関係団体等
からの意見を聴きながら検討す
ることとしているが、他の加算
制度の整理・統合等については、
今後継続的に検討してまいりた
い。

また、今後の施設管理プラッ
トフォームの導入に当たっては、
地方自治体、関係団体、民間事
業者等から構成される「保育分
野における事務フロー・データ
セット等に関する協議会」を開
催し、検討を行うこととしてお
り、その中で、御指摘の論点も
含め、検討することとしている。

○ 処遇改善等加算以外の加算制
度全般についても、整理・統合
の方向で見直しをお願いしたい。

また、今後新たに加算の種
類を追加することで、加算制
度がさらに複雑化・増加しな
いようにしていただきたい。

○ 施設管理プラットフォーム
が広域利用に対応したものと
なるよう、「保育分野におけ
る事務フロー・データセット
等に関する協議会」等での具
体的な検討状況をお示しいた
だきたい。
また、加算に係る事務処理の

負担軽減に資する機能を有す
るものとなるよう整備してい
ただきたい。

○ 施設管理プラットフォーム
がユーザーにとって使い勝手
のよいものになるよう、地方
自治体における独自システム
の導入状況等の実態や意見を
聴取した上で検討を進めてい
ただきたい。
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提案
提案団体

（関係府省） 提案の概要
関係府省からの第１次回答の概要
※フォローアップ案件は当該年の対応方針

提案募集検討専門部会から
の主な再検討の視点

５

犬の登録及び管理方
法の見直し等
（動物の愛護及び管
理に関する法律、狂
犬病予防法）
【システム構築等】

（管理番号
10,114,115）
※重点募集テーマ
「デジタル化」

津山市、川崎市、
岡崎市／神戸市
／神戸市
（厚生労働省、
環境省／厚生労
働省、環境省／
環境省）

犬の登録及び管理方法の見直し等
を求めるもの。
①各地方自治体ごとに独自のシステ

ムにより情報の管理を行っており、
転出転入時の地方自治体間でのや
り取りが文書により行われている
ため、オンラインにより行うこと
ができる統一的なシステムを構築
する。（マイクロチップ情報登録
システムの活用等）

②狂犬病予防法の特例（※）への参
加・不参加地方自治体が混在し、
転入時等の事務手続が煩雑となっ
ているため、混在状態を解消する。
（各法律に係る登録手数料の同時
徴収を可能とすること等）

③犬猫のマイクロチップ情報の使用
目的が限定されていることから、
その範囲を広げる。

※ 動物愛護管理法に基づくマイクロチッ
プ情報の環境大臣への登録により、狂犬
病予防法に基づく市区町村長への登録申
請があったものとみなされるワンストッ
プサービス制度

次項のとおり
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関係府省からの第１次回答の概要
※フォローアップ案件は当該年の対応方針

提案募集検討専門部会からの
主な再検討の視点

５

【提案①について】
「全国統一的なシステムを整備すること」については、狂犬病予

防法に基づく犬の登録等の手続に関して、原簿の管理方法が各市町
村により異なる実態や動物愛護管理法第39条の７に基づく「狂犬病
予防法の特例制度」への参加状況も踏まえ、自治体からご意見を伺
いつつ、慎重に検討する必要があると考えている。

【提案②について】
動物愛護管理法第39条の７第１項の規定による環境大臣の通知を

犬の所在地を管轄する市町村長が受けた場合における犬の登録に係
る手数料の徴収については、「動物の愛護及び管理に関する法律第
39条の７第１項に基づく通知を受けた場合における狂犬病予防法に
基づく登録手数料の取扱いについて」（令和４年４月８日付け環境
省自然環境局総務課動物愛護管理室事務連絡）で示すとおり、各市
町村において犬の登録に係る事務が発生する場合に手数料の徴収は
可能である。

またその徴収方法についても、「マイクロチップの装着等の義務
化に係る狂犬病予防法の特例に関する自治体向けＱ＆Ａ（第５
版）」（令和６年３月28日付け厚生労働省健康・生活衛生局感染症
対策部感染症対策課、環境省自然環境局総務課動物愛護管理室事務
連絡別添）で示すとおり、市町村自らの徴収に限らず、地方獣医師
会への業務委託等とすることも可能である。

また、狂犬病予防法上の登録手数料については各市町村が徴収し、
動物愛護管理法のマイクロチップの登録手数料については指定登録
機関である（公社）日本獣医師会が徴収していることから、法制度
上、それらをまとめて一括徴収することはできない。

【提案③について】
マイクロチップの制度において、収集した個人情報は、個人情報保

護法第69条第１項に基づき動物愛護管理法その他の法令で定められた
事務の執行に必要な範囲として、例えば動物愛護管理法第36条に基づ
き公共の場所において発見された動物の死体を収容した際の所有者へ
の連絡、及び同法第35条に基づき引取りを行った犬又は猫について所
有者の発見に必要な範囲内において、利用可能である。

御指摘の「路上死体となった犬猫の所有者への連絡」及び「外飼い
の猫の所有者への指導」についても、上述の個人情報が利用可能な場
合に該当するか、現場の状況を踏まえて各自治体において個別に御検

討頂くとともに、必要があれば環境省へ個別に御相談頂きたい。

【提案①について】
○ 厚生労働省において、犬の登録原簿の管理方法について全国調査

を行い、実態を把握した上で、原簿のオンライン化を図るよう検討
していただきたい。その上で、犬の登録原簿管理と動物愛護管理法
上のマイクロチップ情報登録システムを連携させることにより、デ
ジタル化が進むよう検討していただきたい。

【提案②について】
○ 特例制度には約1,400の市区町村が参加しておらず（令和６年７

月１日現在）、特例制度への参加団体と不参加団体が混在している
状況においては、全国統一的なオンライン化・デジタル化を進める
ことは困難である。

○ 市区町村の特例制度への参加が進まない背景に、市区町村による
事後の手数料徴収が難しいという理由があることは明らかである。

○ そこで、市区町村が特例制度に参加する場合には、狂犬病予防法
上の登録手数料についても、指定登録機関に委託することでマイク
ロチップ情報登録システムにおいて同時に徴収するようシステム改
修を検討していただきたい。
その実現を図るために、厚生労働省及び環境省では以下の点につ

いて検討していただきたい。
(１) 狂犬病予防法上の登録手数料徴収の委託に当たっては、指定登

録機関に対して、事務負担増に係るコスト負担が生じないよう手数
料増収分を活用するなど配慮した上で、協力要請すること

(２) 市区町村ごとに狂犬病予防法上の登録手数料に差異があること
が支障の１つとなるが、システム改修に当たっては、１つのシステ
ム上で異なる金額を徴収している例（※）を参考にしながら、利用
者にとって利用しやすいものとすること

※ eLTAX（インターネットを利用して地方税に係る手続を電子的に行うシステ
ム）については、令和８年９月から使用料等の公金収納にも活用することが見
込まれている。

【提案③について】
○ 環境省において、利用可能な典型例については動物愛護管理法施

行規則第21条の11に追記し、「マイクロチップの装着等の義務化に
係る自治体向けＱ＆Ａ（狂犬病予防法の特例に係るものを除く）
（第６版）（令和６年３月28日付け環境省自然環境局総務課動物愛
護管理室事務連絡別添）」において、利用可能な場合を広範に挙げ
た上で、わかりやすいものとなるよう改訂していただきたい。

○ また、地方自治体のニーズを把握し、マイクロチップ情報の利活
用を図る仕組みを大胆に検討していただきたい。 6



提案
提案団体

（関係府省） 提案の概要
関係府省からの第１次回答の概要
※フォローアップ案件は当該年の対応方針

提案募集検討専門部会からの
主な再検討の視点

６

景観計画の策定・
変更における都市
計画審議会への意
見聴取を不要とす
ること
（景観法）
【法律改正】

（管理番号121）

水戸市
（農林水産省、
国土交通省、
環境省）

景観計画の策定又は変
更に当たっては、都市計
画審議会への意見聴取が
義務付けられているが、
都市計画との整合を図る
ための必要な措置が講じ
られることを条件として、
当該手続きを不要とする。

景観法においては、都市計画
で定める内容との整合性の確保
の観点から景観行政団体の判断
が適切になされるよう、都市計
画区域又は準都市計画区域に係
る部分について、景観計画を策
定又は変更しようとするときは、
あらかじめ、都市計画審議会の
意見を聴かなければならないこ
ととしている。

なお、景観計画は都市計画で
はないため、都市計画審議会の
議を経ることまでは求めておら
ず、意見を聴くこととするにと
どめている。

〇 「計画策定等における地方分権改
革の推進について～効率的・効果的
な計画行政に向けたナビゲーショ
ン・ガイド～」（令和５年３月閣議
決定）において、「計画等の内容や
手続は各地方公共団体の判断に委ね
ること」とされていることから、都
市計画審議会の意見を聴くかどうか
について、地方自治体の判断に委ね
るべきではないか。

〇 都市計画に影響があるまちづくり
施策全てにおいて都市計画審議会の
意見聴取が必要とされているわけで
はなく、景観計画の軽微な変更等は
意見聴取を不要とすることができる
のではないか。

〇 軽微な変更、都市計画に影響がな
いものなど、内容によって、都市計
画審議会の意見聴取を不要とするこ
とはできないか。あるいは、都市計
画審議会において景観審議会等の判
断に委ねる項目を決め、当該項目に
ついては都市計画審議会の意見聴取
を不要とすることはできないか。

〇 意見聴取の方法として、都市計画
審議会において受命した者に意見を
聴くことや、書面・メールにより意
見を聴くことなど、柔軟に対応でき
るようにすべきではないか。
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提案
提案団体

（関係府省） 提案の概要
関係府省からの第１次回答の概要
※フォローアップ案件は当該年の対応方針

提案募集検討専門部会からの
主な再検討の視点

７

地域防災拠点建築物
整備緊急促進事業補
助金の交付要件と
なっている市町村耐
震改修促進計画の策
定の見直し
（建築物の耐震改修
の促進に関する法
律）
【要綱改正】

（管理番号254）

神戸市
（国土交通省）

社会資本総合整備交付金
の対象事業の一つである住
宅・建築物耐震改修事業に
ついては、令和５年３月の
国土交通省の技術的助言
（※）により、市町村耐震
改修促進計画に記載すべき
内容を包含した社会資本総
合整備計画を策定すれば、
別途、市町村耐震改修促進
計画を策定せずとも同交付
金の交付対象とされること
となった。

※ 「住宅・建築物耐震改修事業
の交付要件等について（技術的
助言）」（令和５年３月２日付
国土交通省住宅局市街地建築課
長・建築指導課長通知）

これを踏まえ、地域防災
拠点建築物整備緊急促進事
業補助金においても、上記
と同様に、市町村耐震改修
促進計画に記載すべき内容
を包含した社会資本総合整
備計画を策定すれば、市町
村耐震改修促進計画を策定
せずとも同補助金の交付対
象とする。

令和４年度地方分権改革に関す
る提案募集対応にて発出した、
「住宅・建築物耐震改修事業の交
付要件等について（技術的助
言）」（令和５年３月２日付け国
住市第87号、国住事防第26号）に
おいて、市町村耐震改修促進計画
（以下「市町村計画」という。）
に「記載すべき内容を包含した社
会資本総合整備計画を策定すれば、
当該記載内容に係る部分は市町村
計画に該当」するとしている。

したがって、「市町村計画に記
載すべき内容を包含した社会資本
総合整備計画」における「市町村
計画に記載すべき内容」の部分は、
市町村計画と扱っているところ。

○ 各地方自治体において、令
和５年の通知は「住宅・建築
物耐震改修事業」に限定した
市町村計画の取扱いを示した
ものと認識しているのではな
いか。そのため、地域防災拠
点建築物整備緊急促進事業補
助金においても、市町村計画
に記載すべき内容を包含した
社会資本総合整備計画を策定
すれば、市町村計画を策定せ
ずとも同補助金の交付対象と
なることについて、新たな通
知等により、明確化していた
だきたい。
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提案
提案団体

（関係府省） 提案の概要
関係府省からの第１次回答の概要
※フォローアップ案件は当該年の対応方針

提案募集検討専門部会からの
主な再検討の視点

８

障害児通所支援事
業所従業者の人員
基準の見直し
（児童福祉法）
【法律改正】

（管理番号192）

鳥取県、滋賀県、
大阪府、和歌山県、
全国知事会、中国
地方知事会、将来
世代応援知事同盟
（こども家庭庁）

障害児通所支援事
業所の従業者の人員
基準（従うべき基
準）について、利用
定員数が国が定める
基準（10名）に満た
ない事業所に限り、
「標準」又は「参酌
すべき基準」へ見直
しを行う。

障害児通所支援事業所の従業
者の人員基準は、障害児に提供
されるサービスの質を確保する
観点や、障害児の安全管理を担
保する観点等を踏まえて、都道
府県等が条例によって事業所の
指定基準を定める際に「従うべ
き」基準としているところであ
り、当該基準を「標準とすべき
基準」や「参酌すべき基準」と
することは適切ではないと考え
ている。

また、指定生活介護事業所や
指定通所介護事業所等がそれぞ
れの基準を満たす場合には、障
害児通所支援事業所の従業者の
人員基準に関わらず、これらの
事業所が共生型事業所として児
童発達支援等を提供することが
可能となっており、地域の実情
に合わせて限られた福祉人材を
有効に活用することが可能と
なっているところである。

引き続き、障害児に必要な
サービスを身近な地域で提供で
きるよう、体制の整備を支援し
てまいりたい。

○ 全国一律の基準では、サービスの
質や安全管理以前に、中山間地域等
において必要なサービスを受けられ
ない空白地帯が生まれており、法律
の趣旨が損なわれている現状があり、
「こどもまんなか実行計画2024」に
おいても、地域の支援体制の整備を
促進するとされていることから、都
市部だけでなく中山間地域等におい
ても着実に障害児支援の提供が図ら
れるよう、柔軟に人員基準を見直す
べきではないか。

○ 共生型事業所の活用について示さ
れているが、障害児通所支援事業と
介護保険事業ではサービスの内容や
必要な人材が大きく異なり、共生型
事業所としてその両方を実施するこ
とができる事業所は極めて少ないた
め、支障の解決に繋がるものではな
く、代案になり得ない。

○ 従業者の常勤要件を緩和すること
や、児童発達支援管理責任者が児童
指導員又は保育士の業務を兼任する
ことを認め、かつ当該責任者を児童
指導員又は保育士の員数に含めるこ
とを可能とするなど、基準の見直し
をするべきではないか。

○ 第１次ヒアリングにおいて、次回
（令和９年度）の障害福祉サービス
等報酬改定時に検討する旨の説明が
あったが、本件は喫緊の課題である
ことから、先送りすることなく、今
年度中に解決策をお示しいただきた
い。 9



提案
提案団体

（関係府省） 提案の概要

関係府省からの
第１次回答の概要
※フォローアップ案件は

当該年の対応方針

提案募集検討専門部会
からの主な再検討の視点

９

児童手当の支給に係
る所得審査の廃止及
び転出入に伴う児童
手当の消滅日の確認
方法の見直し
（児童手当法）
【法律改正】

（管理番号292,293）

町田市
（こども家庭庁）

児童手当制度について、以下の措置を講ずる。

① 現行の児童手当制度では、父母等のうち生計
を維持する程度の高い者が児童手当の受給者
となるため、毎年、受給資格を確認する際に
所得審査を行っている。令和６年10月から、
児童手当の所得制限が撤廃され、所得を把握
する必要性が薄れることから、生計を維持す
る程度の高い者が受給者になるという考え方
を見直し、父母等の所得によらず受給者を選
択できるようにすることなどにより、所得審
査を廃止する。

② 転入をした際の児童手当の認定は、転出予定
日を基準としている。転入先では転出予定日
を把握しておらず、転出元の地方自治体に確
認しなければならないため、転入日を基準日
とするなど、転出元地方自治体に確認せずと
も、児童手当の認定ができるような制度にす
る。

次項のとおり
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関係府省からの第１次回答の概要
※フォローアップ案件は当該年の対応方針

提案募集検討専門部会からの
主な再検討の視点

９

【提案①について】
現行の児童手当制度においては、同一の児童に係る児童手当が二

重に支給されないよう調整するため、父母等のうち生計を維持する
程度の高い者を受給者としている。「生計を維持する程度の高い
者」としているのは、児童手当の趣旨が養育に係る経済的負担の軽
減にあることから、一般的には、家計において中心的な役割を果た
している者に、より当該経済的負担が生じていると考えられるため
であり、複数の者が支給要件を満たす場合においても所得の多寡と
いう客観的な基準を用いることで一定程度画一的な処理が可能と
なっている。児童手当法の改正により、所得制限を撤廃した後にお
いても、こうした調整の必要性は変わらないと考えている。また、
こうした調整規定を廃し、父母等の任意により受給資格者を選択で
きることとした場合（所得の多寡という客観的な基準を用いない場
合）には、かえって事務負担が増す可能性があると考えている。な
お、「児童手当Ｑ＆Ａ集（令和４年７月19 日版）」問２－１におい
て「児童手当の受給者及び配偶者の所得に一時的な逆転が生じた場
合であっても、（中略）受給資格者や市町村の事務負担も鑑み、一
次的に所得が逆転して低い者であっても「生計を維持する程度の高
い者」として判断することとして構いません。」としており、過度
な事務負担が生じないよう配慮している。

【提案②について】
現行の取扱いであれば、転出元自治体は「転出予定年月日」を

もって当該転出者に係る児童手当の支給額及び支給事由消滅処理を
行う日を確定させることができるが、「住所を変更した日」を「転
入日」とする取扱いに変更すると、転出元の自治体は、転入日が確
定するまでこれらの処理を行うことができないこととなる。児童手
当法の改正により、児童手当の支給月を隔月の年６回とすることも
踏まえると、過誤払いを防止するに当たっては、現行のとおり「住
所を変更した日」は「転出予定年月日」と取り扱うことが適当と考
えている。

事務負担を軽減するため、住民基本台帳ネットワークシステムや
情報提供ネットワークシステムを活用した「転出予定日」の確認に
ついて、関係省庁とも協議の上、必要な検討を進めてまいりたい。

【提案①について】
○ 毎年の更新時の所得審査は膨大な件数となっており、多くの
地方自治体から、所得制限撤廃に伴い事務負担軽減を図るべき
だという声が寄せられている。原則として初回に認定した受給
者に継続して支給することとし、所得審査を廃止することによ
り、二重支給防止を図りつつ、事務負担を軽減できるのではな
いか。

○ 第１次ヒアリングにおいて、地方自治体へのヒアリングを実
施し、事務負担を軽減する方法を検討する旨の説明があったが、
年度内の見直しに向けて、方針決定のスケジュールをお示しい
ただきたい。

【提案②について】
○ 「転出元の自治体は、転入日が確定するまでこれらの処理を
行うことができないこととなる。」とあるが、一定期間転入届
が提出されない場合には、消滅処理ができるようにする（転出
予定日から一定期間経過後）ことで、基準日を転入日に見直す
ことは考えられないか。

○ システムを活用した「転出予定日」の確認について、システ
ムの改修概要やスケジュールを具体的にお示しいただきたい。
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提案
提案団体

（関係府省） 提案の概要
関係府省からの第１次回答の概要
※フォローアップ案件は当該年の対応方針

提案募集検討専門部会からの
主な再検討の視点

10

児童の一時保護
施設における職
員の数及び夜間
の職員体制につ
いて定めた基準
の経過措置期間
の延長
（児童福祉法）
【省令改正】

（管理番号172）

大阪市、京都府、
京都市、堺市、
兵庫県、徳島県、
指定都市市長会、
関西広域連合
（こども家庭
庁）

児童の一時保護施設
の環境改善を図るため
に「一時保護施設の設
備及び運営に関する基
準」が制定（令和６年
内閣府令第27号。令和
６年４月１日施行）さ
れ、職員の数及び夜間
の職員体制について、
２年間の経過措置期間
が設けられているが、
職員の人材育成に必要
な期間を確保するため
に、経過措置期間を５
年間に延長することを
求める。

本基準については、従来の一時
保護施設に対する人員配置に係る
基準が十分でなかったことを踏ま
えて制定したものであり、早急に
本基準に基づく体制が全国的に図
られるべきものである。

一時保護施設の職員配置の引き
上げについては、令和３年度以降、
継続的に全国の自治体に対して情
報提供・注意喚起を行ってきた。

その上でなお、職員の確保が困
難であること等の自治体の事情を
鑑み、２年間の経過措置期間を設
けたところ。

経過措置期間を２年から５年に
延ばすこととなれば、虐待等で傷
ついたり、不安や緊張が大変高い
状態にあるこどものケアを十分に
実施できる体制が構築されない期
間が長引くこととなり、こどもに
対して適切な支援を実施していく
観点から適切ではない。

〇 現実問題として２年間の経過措
置期間では対応できない地方自治体
が出てきており、経過措置期間の延
長を行うべきではないか。

〇 地域によって一時保護施設の入
所率や施設整備状況などの事情が異
なることから、個別の実情を踏まえ
て合理的な経過措置期間を設定すべ
きではないか。

〇 人材確保が困難であることに加
え、短期間に職員を増員した場合に、
専門性の高さゆえに人材育成が追い
付かず、経験不足による支援の質の
低下やトラブルにつながりかねない
のではないか。
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提案
提案団体

（関係府省） 提案の概要
関係府省からの第１次回答の概要
※フォローアップ案件は当該年の対応方針

提案募集検討専門部会からの
主な再検討の視点

11

地域型保育事業
に係る連携施設
の要件の緩和
（児童福祉法）
【省令改正】

（管理番号173）

大阪市
（こども家庭庁）

地域型保育事業者（※１）
は、集団保育を体験させる
ための機会の提供など「保
育内容に関する支援」等を
行う連携施設（保育所、幼
稚園又は認定こども園）を
確保しなければならないこ
ととされている（※２）。
しかし、都市部を中心とし
て連携施設の確保が困難で
あるため、複数の地域型保
育事業者が合同で保育を行
うなど、地域型保育事業者
同士が連携する場合も要件
を充たしたこととするよう
求める。

※１ 家庭的保育事業、小規模保
育事業又は事業所内保育事業を
行う者

※２ 令和６年度末までは、連携
施設の確保が著しく困難である
場合等についてはその確保を不
要とする経過措置が設けられて
いる。

原則として、満３歳未満児を対
象とし、利用定員が19人以下であ
る家庭的保育事業等では、保育の
グループ単位が小さくなりがちな
ことから、集団保育の必要性が特
に生じてくる２歳児について、定
期的な合同保育の場により集団保
育の機会を確保すること等を目的
として、「保育内容支援」を連携
施設の要件の１つとしている。

この観点において連携施設の要
件のうち、「保育内容支援」と、
「代替保育」とでは意義を異にし
ており、連携施設の要件のうち、
「保育内容支援」を「代替保育」
と同様に緩和することは不適切で
ある。

他方で、連携施設に関して、自
治体によっては確保に苦慮してい
ることは承知しており、今後、連
携施設確保に関する自治体や現場
の現状を調査し、その結果も踏ま
えながら、連携施設の確保に関す
る経過措置期間の延長について検
討していきたいと考えており、そ
の際、連携施設の要件の在り方も
含めた連携施設確保のための検討
を行ってまいる。

○ これまで10年間の経過措置が講
じられてきたところであるが、現
在も連携施設の確保に苦慮してい
る状況を踏まえると、地域の実情
に応じた連携施設の要件に見直す
べきではないか。

○ 経過措置の期限は令和６年度末
に迫っており、事業者にとって事
業運営の見通しを立てる上で喫緊
の問題であるため、早期に延長の
方針を示していただきたい。

○ 第１次ヒアリングにおいて、経
過措置期間の延長に当たって要件
を付すことを検討している旨の説
明があったが、連携施設の確保が
困難な状況を踏まえると、新たな
要件を付すべきではないのではな
いか。
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保育所等におけ
る児童の健康診
断の検査項目等
の見直し
（児童福祉法、
就学前の子ども
に関する教育、
保育等の総合的
な提供の推進に
関する法律）
【省令改正】

（管理番号
137,209）

城陽市／奈良県、
滋賀県、京都市、
大阪府、大阪市、
堺市、兵庫県、
神戸市、和歌山
県、徳島県、関
西広域連合
（こども家庭庁、
文部科学省）

保育所等における児童
の健康診断は、学校保健
安全法に規定する健康診
断に準じて行わなければ
ならないとされているが、
未就学児（特に０～２歳
児）では実施困難な項目
（視力検査、聴力検査
等）があるため、児童の
年齢に応じて有効な診断
ができるよう、検査項
目・実施頻度等の見直し
を行う。

保育所等の児童福祉施設や家庭
的保育事業等における健康診断は、
法令により施設長等が「学校保健
安全法に規定する健康診断に準じ
て行わなければならない」として
いるが、その円滑な実施を図る観
点から、乳児及び低年齢の幼児の
発達段階に応じた、視力、聴力等
に係る健康診断の取扱いに関する
実態調査を行い、その結果や乳幼
児健診との関係も踏まえた対応に
当たっての具体的な考え方を示す
こととする。

○ 第１次ヒアリングにおいて、地
方自治体の実態を調査し、母子保
健法に基づく乳幼児健診や専門家
の意見も踏まえて検討していく旨
の発言があったが、早期に調査を
行い、年度内の見直しに向けて、
具体的なスケジュールをお示しい
ただきたい。

14
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民生委員・児童委員
の選任要件の見直し
（民生委員法）
【法律改正】

（管理番号R5-133）

特別区長会
（こども家庭庁、
厚生労働省）

【令和５年の提案内容】
民生委員・児童委員（※１）は、市町村

が設置する民生委員推薦会（※２）が都道
府県知事に推薦した者を、都道府県知事が
厚生労働大臣に推薦し、厚生労働大臣が委
嘱するものである。

民生委員推薦会は「当該市町村の議会の
議員の選挙権を有する者」を対象に、都道
府県知事に候補者を推薦することとされて
いる。
※１ 民生委員となると、児童委員に充てられるもの
とされる

※２ 市町村の区域の実情に通ずる者に対し、市町村
長が委嘱

近年、民生委員・児童委員の推薦母体の
一つである町会・自治会への加入率が低い
こと等により、地域福祉活動の担い手であ
る民生委員・児童委員のなり手の確保が困
難となっている。

このため、在住者に加えて「在勤者」も
民生委員・児童委員候補者として推薦可能
とするよう見直しを求めるもの。

※ 本提案は、令和５年に重点事項として
議論され、次項のとおり、対応方針が閣議
決定されたもの。

次項のとおり
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【令和５年対応方針】
民生委員・児童委員の選任要件（民生委員法６条１項及び児童福祉

法16条）の緩和については、当該市区町村に居住しない者を民生委
員・児童委員として選任する上で参考となる地域の実情等を調査した
上で、地方公共団体、関係団体等の意見も踏まえて検討し、令和６年
度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

○ 令和５年対応方針を踏まえ、「民生委員・児童委員の選任
要件に関する検討会」において、地方自治体や関係団体等の
意見を取りまとめた上で、早期の提案の実現に向けて必要な
措置を講じていただきたい。

○ 検討の結果、法改正を含めた制度改正を要することとなっ
た場合、令和７年12月に予定されている民生委員・児童委員
の次期一斉改選時に新たな制度の適用が可能となるよう、迅
速な制度改正の手続きを進めるとともに、地方自治体や関係
団体等への前広な周知を行っていただきたい。また、制度改
正の際には、地方自治体等において適切な制度運用が図られ
るよう事前に調整いただきたい。
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中山間地域におけ
る通所介護事業所
に係る報酬算定の
対象の見直し
（介護保険法）
【法律改正】

（管理番号195）

鳥取県、山形県、
広島県、徳島県
（厚生労働省）

中山間地域においては、訪問介護の担い手
不足や年間を通じての利用ニーズが不安定な
ことから（※１）、訪問介護事業所が減少傾
向にある。

このため、訪問介護事業所が不足する中山間
地域においては、通所介護事業所の職員が利
用者の居宅を訪問しサービスを提供した場合
においても、報酬算定（※２）を可能とする
（※３）よう見直しを求めるもの。

※１ 訪問介護利用者の要介護度の経年変化に加え、
季節要因（積雪等）により、長期間 安定的に訪問
介護を利用する者は一部に限られる。

※２ 現行制度において、通所介護事業所は、利用者
が通う事業所においてサービスを提供した場合に報
酬算定が可能である。また 、訪問介護事業所は、訪
問介護員等が利用者の居宅を訪問してサービスを提
供した場合に報酬算定が可能である。

※３ 新型コロナウイルス対策として、厚生労働省事
務連絡（令和２年２月24日）により、通所介護事業
所の職員が居宅で生活している利用者を訪問しサー
ビスを提供した場合においても、報酬算定が可能と
する臨時的な措置がなされた。（令和６年３月末で
当該臨時的取扱いは終了。）

 

次項のとおり
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新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等

の臨時的な取扱いについては、居宅で生活している利用者に対して、個
別サービス計画の内容を踏まえ、必要な日常生活上の世話及び機能訓
練等、できる限りのサービスを提供した場合に、通所系サービスの報酬
区分で算定することを認めたものであって、訪問介護サービスとして提
供・算定することを認めたものではない。

一方で、現行制度においても、所定の基準を満たした場合に、通所介
護事業所が訪問介護事業所を併設すること自体は妨げているものでは
ないところである。

また、訪問介護を含めた居宅サービスについては、指定居宅サービス
としての基準（人員基準、設備基準等）の一部を満たしていない場合で
あっても、一定水準をみたすものについて、市町村が必要と認めるとき
は、「基準該当居宅サービス」として保険給付の対象とすることができる。

○ 本提案は、中山間地域においては、訪問介護の担い手不足の
問題等から、「基準該当居宅サービス」の人員基準でさえも満
たすことが困難な状況にあることを提案の出発点としている。

○ 訪問介護事業所が減少傾向にある中山間地域における介護保
険事業の現状を十分に踏まえた上で、介護人材の不足等の課題
に対応するため、「基準該当居宅サービス」の人員基準等の見
直しとともに、通所介護事業所の職員を有効活用できるような
柔軟な運用や居宅でサービス提供を行う職員の資格要件の緩和
等について検討されたい。

○ 具体的には、
  ・訪問介護事業所の職員数の緩和（訪問介護員等を３人以上配置

するなどの人員基準を、地域の実情に応じ柔軟に２人での配置
も認めつつ、「標準」又は「参酌すべき基準」に見直すこと）

  ・訪問介護員等、サービス提供責任者、管理者の３職の兼務制限
の緩和

  ・訪問介護員等の資格要件に、介護職員等としての実務経験を適
切に勘案し、一定の条件を満たした場合には、研修課程の一部
又は全部を修了したものとみなすことなどにより、新たな介護
人材の育成や、通所介護事業所の介護職員から訪問介護事業所
の訪問介護員へのステップアップを推進すること
など、中山間地域の限られた地域資源が効果的かつ持続的に

活用されるよう配慮されたい。

○ また、検討に当たっては、「新型コロナウイルス感染症に係
る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて
（第２報）（令和２年２月24日事務連絡）」における通所介護
事業所が居宅でサービス提供する場合の取扱いが参考になると
思われるが、本提案は、必ずしも当該取扱いと同様の取扱いを
求めているものではなく、利用者の居宅において、通所介護事
業所の報酬体系で、サービス提供・報酬算定が可能となるよう
な柔軟な運用を求めているものである。
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司書教諭の設置義
務の緩和
（学校図書館法）
【法律改正】

（管理番号199）

八王子市
（文部科学省）

学級の数が12以上の学校には、司書教
諭を置かなければならないと法令で規定
されている。一方で、当該規定により、
人事異動において、教諭の特性・能力等
に応じた人事配置よりも司書教諭の配置
が優先されるため、教諭の柔軟な人事配
置の妨げになっている。

このため、司書資格又は司書教諭資格
を有する学校司書を配置する等、司書教
諭を設置した際と同程度の学校図書館の
充実・運用が図られる場合においては、
司書教諭の設置を不要とするよう見直し
を求めるもの。

次項のとおり
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司書教諭は、学校図書館法第５条第１項により学校図書館の専門
的職務を掌るとされており、学校図書館の運営に関する総括、学校
経営方針・計画等に基づいた学校図書館を活用した教育活動の企
画・実施等を行う。

一方、学校司書は、学校図書館法第６条第１項により学校図書館
の運営の改善及び向上を図るとされており、児童生徒や教員に対す
る直接的支援に関する業務（例：児童生徒や教員に対する閲覧・貸
出し業務、ガイダンス、情報サービス、読書推進活動等）、間接的
支援に関する業務（例：図書館資料の管理、施設・設備の整備、学
校図書館の運営等）、教育指導への支援（例：授業のねらいにあっ
た図書館資料の紹介・準備等、教科等の指導に関する支援）を司書
教諭や教員とともに行うことが期待されている。

それぞれに異なる役割が定められており、特に司書教諭は、学校
図書館を活用した授業を実践するとともに、教育指導法や情報活用
能力の育成等について積極的に他の教員に助言することが期待され
ていることから、司書教諭講習を受講した教諭でなければならない。

文部科学省としては、司書教諭の役割を定めた学校図書館法第５
条第１項の趣旨を鑑みると、司書教諭に求められている職務・役割
は教諭でなければ担うことができず、学校司書をもって充てること
はできないと考える。

なお、人事配置上の問題である場合、第五次「子どもの読書活動
の推進に関する基本的な計画」において、「国が実施する各講習に
ついては、オンラインでも全課程を受講することができるよう改善
を図る」とされており、オンラインやオンデマンド形式等多様な受
講形態の促進等により受講者の講習の選択肢や受講機会の拡大を促
すとともに、各学校へ司書教諭が配置されるよう施策の推進に取り
組んでいく。 

○ 現行制度は、柔軟な教諭の人事配置の妨げになっている。当
該支障を解決し、各学校へ司書教諭が配置されるよう、司書教
諭講習修了者を増やすための方策等について、柔軟な制度運用
を検討していただきたい。

○ 制度の検討に当たっては、提案団体等へのヒアリングを実施
していただきたい。その際には、以下の項目について、適切に
把握の上、対応策について検討していただきたい。

    ・ 学校図書館の現状と課題
（司書教諭と学校司書の連携状況・業務分担等）

・ 司書教諭資格の有無が柔軟な人事配置の妨げになっている
現状と課題

  （人事異動上の支障、教員の働き方改革の推進等）

・ 司書教諭講習の現状と課題
（講習に必要な科目と単位数の負担、講習修了に要する時間及び労力、
講習実施時期や方法等）

・ 司書教諭講習修了者の現状と課題
      （修了者の年齢構成・現役教諭と学生の比率等）

○ 提案団体等へのヒアリングを踏まえた上で、具体的な対応策
については、司書教諭の充足が厳しい現状において、司書教諭
講習の受講機会の拡大を通じて、司書教諭講習修了者数を増や
すべく、例えば、以下のような実効性のある案をお示しいただ
きたい。

・オンライン・オンデマンド形式の一層の活用を通じた講習受
講期間の多様化

 （現役教諭の講習受講の期間について、夏休み期間以外でも受講すること
ができるようにするなど、受講機会の拡大を図ること等）

・教職課程への司書教諭講習科目の組み入れ
 （学習指導要領で学校図書館の利活用が位置づけられていることから、教
職課程に組み入れることで、学生の受講機会の拡大を図ること等） 20
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公立大学法人に
よる出資範囲の
拡大
（地方独立行政
法人法、産業競
争力強化法）
【法律改正】

（管理番号174，
175，257）

大阪市、滋賀県、
京都府、大阪府、
兵庫県、関西広域
連合／大阪市、滋
賀県、京都府、大
阪府、兵庫県、関
西広域連合／東京
都、福島県
（総務省、文部科
学省、経済産業省
／総務省、文部科
学省／総務省、文
部科学省、経済産
業省）

公立大学法人は、出資が
可能な範囲が承認ＴＬＯ
（特定大学技術移転事業
者）等に限定されており、
①国立大学法人には認めら
れているベンチャーキャピ
タル・ファンド、コンサル、
研修・講習等を行う事業者、
教育研究施設管理等事業者、
②指定国立大学法人には認
められている大学発ベン
チャーに出資することがで
きず、公立大学での研究成
果を社会に還元しにくく、
教員の招聘への影響や競争
力低下が危惧されている。

このため、公立大学法人が、
国立大学法人と同様の範囲
に出資が可能となるよう見
直しを求める。

国立大学法人法第22条に関わ
る提案については、団体及び
公立大学法人の具体的なニー
ズ・シーズ及び実際に出資を
検討している時期等も確認の
上、検討する。

なお、国立大学法人法第22条
第１項第９号に関わる提案に
ついては、出資の内容につい
て規定する産業競争力強化法
との関係についても、関係省
庁間で連携して検討する。

国立大学法人法第34条の２
に関わる提案については、一
定の基準を満たした国立大学
法人のみに認められている措
置であることから、国立大学
法人における制度趣旨・実績
等を踏まえ、一定の基準を公
立大学法人が満たしているか
や、団体及び公立大学法人の具
体的なニーズ・シーズ及び実際
に出資を検討している時期等を
確認の上、検討する。

○ 国・公立大学の出資範囲のイ
コールフッティングを図る観点か
ら、「具体的なニーズ・シーズ及
び実際に出資を検討している時期
等」については、柔軟に捉えるべ
きではないか。

○ 指定国立大学法人のみに認めら
れている大学発ベンチャーへの直
接出資について、公立大学法人が
「一定の基準」を満たしているこ
とを確認するとあるが、この基準
を明確に示すべきではないか。

○ 先行する国立大学法人の規制緩
和について、地方分権改革の一環
として、公立大学法人についても
同様の措置を講ずる例が相次いで
いるが、今後、同時改正を原則と
すべきではないか。
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財産区の土地を森
林の施業・管理を
目的として信託可
能とすること
（地方自治法）
【政令改正】

（管理番号231）

愛知県
（総務省、
農林水産省）

提案団体では、森林資
源を活用した地域振興の
ため、森林信託制度導入
に向けた実現可能性調査
を行っており、財産区の
森林が候補地に挙がって
いる。

しかし、地方自治法施
行令において、普通財産
である土地の信託目的が、
建物の建築・土地の造成
に限定されていることか
ら、森林の施業・管理を
目的とした信託を可能と
する。

御提案の森林の施業・管理を目的
とした信託を可能とすることについ
ては、民間活力の活用による財産の
有効活用や財政負担の軽減が期待で
きる等のメリットがある反面、運用
状況によっては信託終了後に債務を
負担することとなるといったデメ
リットも考えられることから、関係
省庁とも連携し、こうした地方公共
団体への影響を踏まえつつ検討して
まいりたい。

〇 関係府省ヒアリングにおいて、提
案を実現する方向で検討する旨の説
明があった。全国市長会・全国町村
会からも財産の有効活用や森林の適
正な管理の観点から要望があること
を踏まえ、本年度内の政令改正に向
けて、速やかにご検討いただきたい。

〇 森林信託を行った場合のデメリッ
トに関する留意事項の周知について
は、具体的にどのような内容を想定
しているのか、明らかにされたい。

○ 政令改正を行った際には、森林
を所有する財産区を含めて、丁寧に
周知されたい。
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家畜以外の飼養
動物に係る都道
府県知事の防疫
措置命令を可能
とすること
（家畜伝染病予
防法）
【法律改正】

（管理番号284）

埼玉県
（農林水産省）

都道府県知事は、家畜
以外の飼養動物が家畜伝
染病にかかり、又はか
かっている疑いがあるこ
とが発見された場合にお
いて、当該動物から家畜
に伝染するおそれがある
と認めるときは、家畜伝
染病の発生の状況を把握
するため検査を行うこと
ができる。しかし、感染
が確認された場合の防疫
措置命令などの対応は規
定されておらず、家畜に
伝染するおそれがあると
認める場合でも、家畜以
外の飼養動物については、
殺処分等の必要な防疫措
置が行えない。

このため、家畜以外の
飼養動物についても、都
道府県知事による防疫措
置命令が可能となるよう
見直しを求める。

家畜伝染病予防法は畜産の振興の
ため、家畜伝染病のまん延防止に必
要なやむを得ない措置として、家畜
に限定して殺処分を求めている。

動物園の飼養鳥等は、恒常的な出
荷等の流通はなく、一般的には個体
毎に管理されていると考えられ、そ
の飼養形態を踏まえれば、動物園の
飼養鳥等から家畜伝染病がまん延す
るおそれは低いと考えられることか
ら、殺処分という財産権の制約を伴
う措置を求める必要性が低い。

また、家畜以外の動物が鳥インフ
ルエンザ等の伝染性疾病にかかって
いることが発見されまん延防止に必
要がある等の場合は、同法に基づき、
場所・モノ・車両等の消毒及び通行
制限（第10条、第25条の２）、注
射・投薬（第31条）等の防疫措置を
行うことが可能であるため、殺処分
を求めずとも、家畜以外の動物に起
因する家畜伝染病のまん延は防ぐこ
とが可能である。

仮に飼養動物について、家畜防疫
員の判断で殺処分可能との規定を新
設するのであれば、所有者には、家
畜伝染病の発生予防・まん延防止措
置のため、同法に定める飼養の報告、
飼養衛生管理基準遵守、患畜等の通
報等が求められ、これらの指導等も
必要と考えており、実効性の観点か
らも極めて困難である。

〇 動物園等の飼養動物における一
般的な飼養形態を踏まえれば、家畜
伝染病が家畜にまん延するおそれは
低いとしても、飼養形態によっては、
まん延リスクがあるため、セーフ
ティーネットとして、家畜以外の飼
養動物に対する殺処分等の防疫措置
命令を可能とすべきではないか。

○ 家畜以外の飼養動物について、
「場所・モノ・車両等の消毒及び通
行制限」、「注射・投薬」等の防疫
措置が可能であるため、「殺処分を
求めずとも・・家畜伝染病のまん延
は防ぐことが可能」との点について
は、これらの防疫措置だけでは、家
畜へのまん延を完全に防止すること
はできないのではないか。

○ 殺処分を可能とする規定を新設
するとした場合に、殺処分以外の義
務を課すことは「実効性の観点から
も極めて困難である」との点につい
ては、家畜以外の飼養動物について
は、発症後の義務・権限に限って規
定するなど、合理的な差異はあって
もよいのではないか。
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最終処分場の設
置における総量
規制基準の設定
及び設置許可に
関する地方の裁
量規定の導入
（廃棄物の処理
及び清掃に関す
る法律）
【法律改正】

（管理番号
242）

栃木県
（環境省）

安定型産業廃棄物最終処分
場（以下「最終処分場」）の
設置については、周辺地域の
生活環境への配慮が許可基準
として法律で定められている。
しかし、地域における総量に
関する規制はないため、最終
処分場が密集する地域では、
地下水汚染等を懸念する声が
上がっている。

指導要綱による対応には限
界があるため、最終処分場が
過度に集中する地域について、
①総量規制などの立地規制基
準を設けるとともに、②設置
許可に地域の実情を反映させ
るため、許可基準を条例で制
定できることとするなど、地
方の裁量を認める規定を盛り
込む。

廃棄物の処理及び清掃に関する
法律（以下「法」という。）は、
生活環境の保全及び公衆衛生の向
上を図るために、許可基準等を設
けている。

廃棄物処理施設の設置許可に当
たっては、事業者に対し生活環境
影響調査の実施を求めており、安
定型最終処分場であっても埋立作
業における大気環境の粉じん、騒
音及び振動等が調査項目となって
いる。

また、都道府県知事は、「設置
計画の技術上の基準への適合」
「周辺地域の生活環境保全等につ
いての適正な配慮」等の条件に適
合しない場合には、設置許可をし
てはならないとされており、さら
に、当該地域の実情に応じて許可
に「生活環境の保全上必要な条
件」を付することができる。

このため、地域の実情に応じた
対応は、現行制度下の都道府県知
事の裁量において十分に可能に
なっているものと考えられる。

○ 関係府省ヒアリングにおいて、
複数の安定型最終処分場が既に立
地している地域において、新規に
安定型最終処分場が設置されるこ
とによる環境負荷の増大を考慮し
て生活環境への影響を審査するこ
とは、現行法の許可基準の適合性
の判断において対応可能との見解
が示された。

この点について、「周辺地域の
生活環境保全等についての適正な
配慮」に係る裁量の範囲が曖昧で
あり、地方自治体が苦慮している
ため、当該基準の範囲内で、本件
支障の解消に資する方策について
整理し、地方自治体に周知するこ
とを検討すべきではないか。

例えば、独自条例を制定し、集
中立地地域においては、生活環境
影響調査にて地下水汚染の現況把
握・予測を行うこととし、その調
査結果によっては不許可とするこ
とを定めることが可能か、検討い
ただきたい。

また、このような独自条例の制
定が可能であることを、法改正に
より明文化すべきではないか。
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大気汚染状況の常
時監視測定局数の
算定に係る基準の
見直し

（大気汚染防止
法）
【通知改正】

（管理番号176）

広島市、新潟
県、広島県
（環境省）

近年、大気汚染の状況は
大幅に改善されたほか、AI
や大気拡散モデル計算等の
技術発展により、より精度
の高い大気汚染状況の予測
ができるようになっている。
しかし、地方自治体による
測定局設置の算定基準が見
直されていないため測定局
数を削減できず、更新・維
持管理費用が多大な負担で
ある。このため、測定局設
置の算定基準を見直し、監
視体制の合理化を図る。

現行の事務処理基準において
は、人口及び可住地面積等によ
る基本的な考え方を示した上で、
都道府県等を発生源の状況、人
口分布、気象条件等に応じて幾
つかの地域に細分化した上で、
その地域区分ごとに測定局数の
調整を行うこともできることと
しており、都道府県等は、具体
的な測定局の数について、各都
道府県等の状況を踏まえて決定
することが可能となっている。

○ 第１次回答にある「地域区分ご
と（の）測定局数の調整」は、平成
22年３月の事務処理基準の改正によ
り、「都道府県等による測定局数算
定の弾力的な運用を可能とする」た
めに加えられたものだが、実際にど
の程度、弾力的な運用が可能となっ
たのか、具体的なエビデンスを示し
ていただきたい。

○ 現行の人口基準・可住地面積基
準は、必ずしも科学的な根拠が明ら
かではないまま、それぞれ平成17年、
昭和46年当時の基準値が用いられて
おり、①大気汚染の改善状況、②測
定技術の進展、③測定局の中長期的
な維持管理コスト等のエビデンスを
踏まえた上で、効率的な常時監視を
実現すべく、抜本的に見直すべきで
はないか。

○ 同様の観点から、環境濃度レベ
ル・測定項目の特性に対応した測定
局数の調整に用いる係数についても
抜本的に見直すべきではないか。
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建設機械抵当法
に基づく建設機
械への打刻制度
の見直し
（建設機械抵当
法）
【法律改正】

（管理番号181）

岡山県、中国
地方知事会
（国土交通省）

建設機械に抵当権を設定
しようとする際に必要と
なる、都道府県知事によ
る建設機械への打刻及び
その検認について、以下
の措置を講ずる。

①打刻の実施主体を都道
府県知事から申請者等
に変更する。

②打刻方法の簡素化のた
め、建設機械への直接
の打刻に代えて、打刻
した金属板を建設機械
に固定することとする。

【提案①について】
 打刻の実施主体については、都
道府県担当者の立ち会いのもと、
申請者が自ら打刻するといった運
用が可能であることを明確化する
ことについて検討する。

【提案②について】
 打刻した金属板を建設機械に溶
接するなど、剥離できない状態で
固着させることを前提として、打
刻した金属板を固定する方法によ
ることも可能であることを明確化
することについて検討する。

【提案①について】
〇 都道府県による打刻が選択肢と
して残ることにより、現行と同様の
事務体制の維持が求められる。申請
者に打刻を任せることに関する都道
府県への意向確認や、打刻に係る申
請者と都道府県の負担について実態
調査を行った上で、都道府県が打刻
を行わなくてよくなるような整理が
できないかについても検討いただき
たい。

〇 また、本打刻は事実行為である
との説明があったところ、都道府県
及び申請者以外の第三者が打刻可能
であることを周知することも、対応
として考えられるのではないか。

【提案②について】
〇 打刻方法については、航空法と
の並びや確実な周知の観点から、省
令で定めることが適切ではないか。
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建築基準法第86条
に基づく一団地認
定の区域見直しに
係る要件の緩和
（建築基準法）
【法律改正】

（管理番号258）

東京都
（国土交通省）

現行法上、一団地認定（※）の
区域から一部を除外して区域を
縮小するためには、現にある一
団地認定をいったん取り消した上
で、縮小後の区域について新た
に認定を取り直す必要がある。こ
の取消しと再認定のそれぞれの
手続きについて地権者全員の同
意等が必要であることが申請者
の負担となっている。

このため、一定の要件を満たし
て一団地認定の区域を縮小する
場合は、一部の地権者の同意等
を不要とする。

※ 建築基準法上、一つの敷地に一つの
建築物を建てることが原則とされるとこ
ろ、特定行政庁が安全上、防火上及び
衛生上支障がないと認める場合には、
団地全体を一つの敷地と見なして容積
率や建ぺい率等の規定を適用すること
を可能とするもの。

一団地認定制度において、
区域を縮小する場合の実態
を調査し、土地の所有者等に
よる全員同意に係る緩和の
ニーズや区域を縮小する場
合の土地の所有者等への影
響などを把握した上で、今後
の対応について検討する。

〇 今後の人口減少に伴う土地利用
の在り方を考えると、取消しと再度
の認定という二重の手続きの見直し
だけなく、死亡者や居所不明者等が
いる場合の取扱いなど、全員の同意
等を必要とするそもそもの手続きに
ついても、より簡便なものとなるよ
う検討が必要ではないか。

 
〇 区域の縮小だけでなく拡大も視
野に入れつつ、中長期的な視点も含
め、区域変更の公益的な意義や各地
権者に及ぼす影響等を考慮し、手続
の簡素化が可能となるケースを整理
していくべきではないか。

その際、容積率、建蔽率、日影
規制等が変わらないのであれば、生
ずる問題は外観等の事実上のものに
すぎず、法制的には、財産権の侵害
の可能性は非常に低いと解する余地
もあるのではないか。

〇 実態調査において具体的な事例
を踏まえた地方自治体の意見や、全
国的なニーズを丁寧に把握し、スケ
ジュール感をもった検討を進めてい
く必要があるのではないか。
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提案
提案団体

（関係府省） 提案の概要
関係府省からの第１次回答の概要
※フォローアップ案件は当該年の対応方針

提案募集検討専門部会からの
主な再検討の視点

23

特定都市河川に
係る標識の設置
の基準を都道府
県等の条例で定
めることの見直
し
（特定都市河川
浸水被害対策
法）
【法律改正】

（管理番号166）

群馬県、新潟県
（国土交通省）

都道府県知事等が特定都市
河川（※１）の流域内に設
置する標識（※２）につい
ては、国土交通省令で定め
る基準を参酌して都道府県
等の条例で設置基準を定め
ることとされており、事務
負担が発生している。

このため、国土交通省令で
定める基準に従って標識を
設置する場合は、条例制定
を不要とする。

※１ 浸水被害対策のために国土
交通大臣又は都道府県知事が指
定する都市部を流れる河川

※２ 以下の施設等の存在を明示
するために都道府県知事等が設
置する標識

  ① 雨水貯留浸透施設（土地か
らの流出雨水量を抑制するため
に設置される貯留槽等）
② 都道府県知事等が指定する
保全調整池・貯留機能保全区域
（雨水を一時的に貯留する機能
を有する特定都市河川沿いの低
地等）

特定都市河川法第38条第３項、
第45条第１項及び第54条第１項に
ついては、それぞれ雨水貯留浸透
施設を設置した場合、保全調整池
を指定した場合及び貯留機能保全
区域を指定した場合に、標識を設
置しなければならないことを規定
している。

この規定については、地域主権
戦略大綱（平成22年６月22日閣議
決定）に基づく検討の結果、標識
については、一律に定められた基
準に従うことを義務付けなくても、
都道府県において適正な判断がな
されることが期待できることから、
「国土交通省令に定めるところに
より」から「国土交通省令で定め
る基準を参酌して都道府県の条例
で定めることにより」に改めたと
ころ。
「求める措置の具体的内容」の

検討にあたっては、過去の経緯も
踏まえつつ、全国自治体における
実態の把握が必要である。

このため、当該事務に対応する
自治体への調査を実施した上で、
国土交通省の対応方針を回答する。

〇 流域治水について、地域で議
論するという点では条例制定と
親和性の高いテーマと思われ、
制定するプロセス自体も大事で
あると考えられるため、条例の
実態を確認するとともに、地方
自治体の意向や条例制定に際し
て求められるサポート等を把握
し、取組の一層の進展に向けた
観点から対応等を検討いただき
たい。
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